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(57)【要約】
【課題】シリンダの内周面を全範囲にわたってくまなく
洗浄可能であり、しかもシリンダ口元への着脱が容易な
内視鏡のシリンダ開口閉塞具を提供すること。
【解決手段】シリンダ３の口元に係脱自在でシリンダ３
の口元から軸線方向に離脱できない状態に係合するシリ
ンダ口元係合部１１，１２，１３と、シリンダ口元係合
部１１，１２，１３がシリンダ３の口元に係合した状態
においてシリンダ３内に入ることなくシリンダ３の口元
開口に外側から圧接されてそこを閉塞するシリンダ開口
閉塞部２１，２２とが設けられている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を通すための配管が接続されたシリンダ内から管路切換用弁体を抜き出したあとに
、上記シリンダの口元開口を外側から塞ぐための内視鏡のシリンダ開口閉塞具であって、
　上記シリンダの口元に係脱自在で上記シリンダの口元から軸線方向に離脱できない状態
に係合するシリンダ口元係合部と、
　上記シリンダ口元係合部が上記シリンダの口元に係合した状態において上記シリンダ内
に入ることなく上記シリンダの口元開口に外側から圧接されてそこを閉塞するシリンダ開
口閉塞部と
　が設けられていることを特徴とする内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項２】
　上記シリンダの口元に鍔状部が突出形成されていて、上記シリンダ口元係合部が上記鍔
状部の裏側部分に係合する請求項１記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項３】
　上記シリンダ口元係合部が、回転支軸を中心に相対的に回動することにより開閉動作を
して上記鍔状部の裏側部分に係合する一対の係合爪と、上記一対の係合爪を閉じ方向に付
勢する係合爪閉じスプリングとを備えている請求項２記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具
。
【請求項４】
　上記シリンダ口元係合部が上記シリンダの口元に係合していない状態の時は、上記一対
の係合爪が上記係合爪閉じスプリングの付勢力により上記シリンダ開口閉塞部を挟み付け
る状態になっている請求項３記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項５】
　上記シリンダ口元係合部がさらに、上記一対の係合爪を上記閉じスプリングの付勢力に
抗して開かせるための摘み部を備えている請求項３又は４記載の内視鏡のシリンダ開口閉
塞具。
【請求項６】
　上記シリンダ口元係合部が、上記鍔状部の裏側部分に係合する一対の略平行に配置され
た係合板と、上記一対の係合板を閉じ方向に付勢する係合板閉じスプリングとを備えてい
る請求項２記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項７】
　上記一対の係合板の少なくとも一方に、上記シリンダの鍔状部の裏側部分にクリック係
合するクリック係合縁が形成されている請求項６記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項８】
　上記シリンダ開口閉塞部が、上記シリンダの口元開口に外側から当接するシール部材と
、上記シール部材を上記シリンダの口元開口に弾力的に押し付ける押付スプリングとを備
えている請求項１ないし７のいずれかの項に記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項９】
　上記押付スプリングがコイルスプリングである請求項８記載の内視鏡のシリンダ開口閉
塞具。
【請求項１０】
　上記押付スプリングが回動操作自在に設けられた板ばね材で形成されていて、上記押付
スプリングを回動操作することにより、上記シール部材が上記シリンダの口元開口に弾力
的に圧接される圧接状態と上記シリンダの口元開口から退避した退避状態とが切り換わる
請求項８記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項１１】
　上記押付スプリングが上記退避状態になった時に上記シール部材を上記シリンダの口元
開口から退避させるように付勢する退避用スプリングが設けられている請求項１０記載の
内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【請求項１２】
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　上記シリンダが複数設けられていて、上記シリンダ口元係合部が上記複数のシリンダの
口元に同時に係合し、上記シリンダ開口閉塞部が上記複数のシリンダの口元開口を同時に
閉塞する請求項１ないし１１のいずれかの項に記載の内視鏡のシリンダ開口閉塞具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の操作部に配置されている管路切換用のシリンダ内を内視鏡使用後
に洗浄する際に用いられる内視鏡のシリンダ開口閉塞具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の管路切換用のシリンダ内を洗浄するにあたっては、ピストン状の管路切換用弁
体をシリンダ内から抜き出したあと、シリンダの口元開口をシリンダ開口閉塞具で外側か
ら塞ぐ必要がある。
【０００３】
　そこで従来は、弾力性のある栓体をシリンダの口元開口内に嵌め込んでシリンダの口元
開口を閉塞していた（例えば、特許文献１、２）。
【特許文献１】特開平９－１３１３０４
【特許文献２】特開平８－３０８７９７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、シリンダの口元開口内に栓体が嵌め込まれた状態になると、シリンダの内周面
のうち栓体が嵌め込まれた部分は洗浄液や消毒液に晒されないので、汚染されたままの状
態で再使用されてしまう可能性がある。
【０００５】
　また従来は、ゴム材等で一体に形成された栓体を弾性変形させながらシリンダの口元に
着脱していたので、滅菌手袋等をした手でその操作を行うと滑り易く、着脱を容易に行え
ない場合があった。
【０００６】
　本発明は、シリンダの内周面を全範囲にわたってくまなく洗浄可能であり、しかもシリ
ンダ口元への着脱が容易な内視鏡のシリンダ開口閉塞具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡のシリンダ開口閉塞具は、流体を通すため
の配管が接続されたシリンダ内から管路切換用弁体を抜き出したあとに、シリンダの口元
開口を外側から塞ぐための内視鏡のシリンダ開口閉塞具であって、シリンダの口元に係脱
自在でシリンダの口元から軸線方向に離脱できない状態に係合するシリンダ口元係合部と
、シリンダ口元係合部がシリンダの口元に係合した状態においてシリンダ内に入ることな
くシリンダの口元開口に外側から圧接されてそこを閉塞するシリンダ開口閉塞部とが設け
られているものである。
【０００８】
　なお、シリンダの口元に鍔状部が突出形成されていて、シリンダ口元係合部が鍔状部の
裏側部分に係合するようにしてもよく、シリンダ口元係合部が、回転支軸を中心に相対的
に回動することにより開閉動作をして鍔状部の裏側部分に係合する一対の係合爪と、一対
の係合爪を閉じ方向に付勢する係合爪閉じスプリングとを備えていてもよい。
【０００９】
　そして、シリンダ口元係合部がシリンダの口元に係合していない状態の時は、一対の係
合爪が係合爪閉じスプリングの付勢力によりシリンダ開口閉塞部を挟み付ける状態になっ
ていてもよく、シリンダ口元係合部がさらに、一対の係合爪を閉じスプリングの付勢力に
抗して開かせるための摘み部を備えていてもよい。
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【００１０】
　また、シリンダ口元係合部が、鍔状部の裏側部分に係合する一対の略平行に配置された
係合板と、一対の係合板を閉じ方向に付勢する係合板閉じスプリングとを備えていてもよ
く、その場合、一対の係合板の少なくとも一方に、シリンダの鍔状部の裏側部分にクリッ
ク係合するクリック係合縁が形成されていてもよい。
【００１１】
　またシリンダ開口閉塞部が、シリンダの口元開口に外側から当接するシール部材と、シ
ール部材をシリンダの口元開口に弾力的に押し付ける押付スプリングとを備えていてもよ
く、押付スプリングがコイルスプリングであってもよい。
【００１２】
　或いは、押付スプリングが回動操作自在に設けられた板ばね材で形成されていて、押付
スプリングを回動操作することにより、シール部材がシリンダの口元開口に弾力的に圧接
される圧接状態とシリンダの口元開口から退避した退避状態とが切り換わるようにしても
よい。
【００１３】
　そして、押付スプリングが退避状態になった時にシール部材をシリンダの口元開口から
退避させるように付勢する退避用スプリングが設けられていてもよい。また、シリンダが
複数設けられていて、シリンダ口元係合部が複数のシリンダの口元に同時に係合し、シリ
ンダ開口閉塞部が複数のシリンダの口元開口を同時に閉塞するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、シリンダの口元に係脱自在でシリンダの口元から軸線方向に離脱でき
ない状態に係合するシリンダ口元係合部と、シリンダ口元係合部がシリンダの口元に係合
した状態においてシリンダ内に入ることなくシリンダの口元開口に外側から圧接されてそ
こを閉塞するシリンダ開口閉塞部とが設けられていることにより、シリンダの内周面に全
く触れることなくシリンダの口元開口を閉塞して、シリンダの内周面を全範囲にわたって
くまなく洗浄可能であり、しかもシリンダ口元への着脱が容易な構成にすることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　流体を通すための配管が接続されたシリンダ内から管路切換用弁体を抜き出したあとに
、シリンダの口元開口を外側から塞ぐための内視鏡のシリンダ開口閉塞具であって、シリ
ンダの口元に係脱自在でシリンダの口元から軸線方向に離脱できない状態に係合するシリ
ンダ口元係合部と、シリンダ口元係合部がシリンダの口元に係合した状態においてシリン
ダ内に入ることなくシリンダの口元開口に外側から圧接されてそこを閉塞するシリンダ開
口閉塞部とが設けられている。
【実施例】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は内視鏡の操作部１を示しており、水や空気等の流体を通すための複数の配管２が
接続されたシリンダ３（３Ａ，３Ｂ）内に、ピストン状の管路切換用弁体４（４Ａ，４Ｂ
）が軸線方向に進退自在に嵌め込まれている。なお、この実施例では二つのシリンダ３Ａ
，３Ｂが設けられているが、一つでも三つ以上でも差し支えない。
【００１７】
　各シリンダ３の口元は外方に向けて操作部１外に開口配置されており、そこから突出し
て配置された管路切換用弁体４の頭部を押し込み操作することにより、複数の配管２の接
続状態が切り換わるようになっている。
【００１８】
　そのような管路切換用弁体４は、シリンダ３の口元開口から必要に応じて抜き出すこと
ができ、内視鏡使用後に洗浄消毒等が行われる際には、管路切換用弁体４が抜き出された
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あとのシリンダ３の口元開口を本発明のシリンダ開口閉塞具で外側から塞ぐことができる
。
【００１９】
　図３、図４及び図５は、本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の側面図
、平面図及び正面図であり、図６及び図７は、図４におけるVI－VI断面図とVII－VII断面
図である。
【００２０】
　内視鏡のシリンダ開口閉塞具には、シリンダ３の口元に係脱自在であって、シリンダ３
の口元から軸線方向に離脱できない状態に係合するシリンダ口元係合部（１１，１２，１
３）が設けられている。
【００２１】
　シリンダ３の口元には鍔状部３ａが突出形成されていて、鍔状部３ａの裏側部分に係合
する一対の係合爪１１と、その一対の係合爪１１を閉じ方向に付勢する係合爪閉じスプリ
ング１２、及び一対の係合爪１１を係合爪閉じスプリング１２の付勢力に抗して開かせる
ための摘み部１３とが、シリンダ口元係合部の構成要素になっている。
【００２２】
　一対の係合爪１１は、回転支軸１０を中心に相対的に回動することにより開閉動作をし
て、閉じた状態において鍔状部３ａの裏側部分に係合するようになっている。具体的には
、係合爪１１が、係合爪閉じスプリング１２の付勢力により鍔状部３ａの裏側部分を１８
０°相違する側方から弾力的に挟み付ける状態になる。
【００２３】
　ただし、図５等に示されるように、シリンダ開口閉塞具がシリンダ３の口元に係合して
いない状態の時は、一対の係合爪１１が係合爪閉じスプリング１２の付勢力によりシール
部材２１を側方から挟み付ける状態になっている。
【００２４】
　シリンダ開口閉塞具には、係合爪１１がシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分に係合した
状態において、シリンダ３の口元開口に外側から圧接されてそこを閉塞するシリンダ開口
閉塞部が設けられている。
【００２５】
　シリンダ開口閉塞部は、シリンダ３の口元開口に外側から当接する弾力性のある材料か
らなるシール部材２１と、そのシール部材２１をシリンダ３の口元開口に弾力的に押し付
ける押付スプリング２２とを備えている。この実施例の押付スプリング２２はコイルスプ
リングであり、軸線方向に伸縮自在にスプリング支軸２３の外周面に沿って配置されてい
る。
【００２６】
　図６に示されるように、押付スプリング２２が緩く巻き付けられた状態に配置されたス
プリング支軸２３は、回転支軸１０に軸線と直交する方向に貫通形成されたガイド孔１４
内に挿通配置され、スプリング支軸２３の一端にはシール部材２１が連結され、他端側に
はガイド孔１４内に入り込まないストッパ２３ａが形成されている。
【００２７】
　そして、押付スプリング２２の一端はシール部材２１に当接し、他端は回転支軸１０（
具体的にはガイド孔１４の端部に形成された段部の内面）に当接していて、そのような押
付スプリング２２が、図７に示されるように一対配置されている。
【００２８】
　このように構成された実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具を使用する際には、図８に
示されるように、二つのシリンダ３の口元開口にシール部材２１を間隔をあけて対向させ
た状態で、摘み部１３を指先で摘み、係合爪閉じスプリング１２の付勢力に抗して一対の
係合爪１１を広げ、係合爪１１がシール部材２１を挟み付けない状態にする。
【００２９】
　そのようにして、図９に示されるように、シール部材２１をシリンダ３の口元開口に外
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側から押し付け、摘み部１３を指先で摘んだままシリンダ３側に押し進める。すると、シ
ール部材２１はシリンダ３の口元開口に当接して移動が阻止されるので、押付スプリング
２２が圧縮されて、その反発力がシール部材２１をシリンダ３の口元開口に押し付ける状
態に作用する。
【００３０】
　一対の係合爪１１の先端がシリンダ３の鍔状部３ａの裏側位置に達したら、図１に示さ
れるように摘み部１３から指先を放すことにより、係合爪閉じスプリング１２で付勢され
ている係合爪１１の先端が二つのシリンダ３の各々の鍔状部３ａの裏側に食い込む状態に
係合する。
【００３１】
　その結果、係合爪１１が二つのシリンダ３の口元開口から外れない状態に係合し、シー
ル部材２１が、各シリンダ３内に入り込むことなく、押付スプリング２２の付勢力で各シ
リンダ３の口元開口に外側から圧接してそこを閉塞した状態が維持される。このようにし
て、シリンダ開口閉塞具を二つのシリンダ３の口元に同時に簡単かつ確実に取り付けるこ
とができる。
【００３２】
　そして、各シリンダ３の内周面にシール部材２１等が全く接触しないので、洗浄液や消
毒液を配管２側からシリンダ３内に送排すれば、シリンダ３の内周面を全範囲にわたって
くまなく洗浄することができ、摘み部１３を指先で摘めば、シリンダ開口閉塞具をシリン
ダ３の口元から簡単に取り外すことができる。
【００３３】
　図１０と図１１は、本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の側面断面図
と正面断面図である。この実施例では、シリンダ口元係合部として、第１の実施例の係合
爪１１に代えて、一対の係合板１１１が、シリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分に係合する
ように略平行に配置されている点が大きく相違する。なお、各断面図には複数の断面箇所
が複合して図示されている（以下、同様）。
【００３４】
　一対の係合板１１１のうち少なくとも一方は、図１１に矢印Ａで示されるように互いの
間の間隔が変化してシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分を側方から挟み付けることができ
る方向にスライド可能に設けられ、その一対の係合板１１１を閉じ方向に付勢する係合板
閉じスプリング１１２が設けられている。
【００３５】
　なお各係合板１１１は、間隔をあけて平行に立設配置された一対の側壁板１１４の下端
に各々連結固定されていて、その一対の側壁板１１４が係合板閉じスプリング１１２で引
っ張り方向に付勢されていることにより、一対の係合板１１１が閉じ方向に付勢された状
態になっている。
【００３６】
　係合板閉じスプリング１１２はコイルスプリングであり、その内側に配置されたスプリ
ング支軸１１５は、図１２に示されるように相対的に軸線方向にスライド自在に設けられ
た軸体１１５Ａと筒体１１５Ｂとで形成されていて、一対の側壁板１１４間の間隔が変化
するとそれに追随してスプリング支軸１１５の長さが変化するようになっている。
【００３７】
　弾力性のある材料によって形成されたシール部材１２１は、図１０及び図１１に示され
るように、一対の係合板１１１で挟まれた領域から遠ざかる方向（各図において上方であ
り、シリンダ３の口元開口から遠ざかる方向）に、一対の退避用スプリング１２４で常時
付勢されている。
【００３８】
　１２５は、シール部材１２１を側方に貫通する状態に設けられて一対の退避用スプリン
グ１２４の可動端部に係合するシール部材支持軸である。シール部材支持軸１２５は、図
１３に示されるように、軸線方向にスライド自在に設けられた軸体１２５Ａと筒体１２５
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Ｂとで形成されていて、一対の側壁板１１４間の間隔が変化するとそれに追随してシール
部材支持軸１２５の長さが変化する。
【００３９】
　シール部材１２１をシリンダ３の口元開口に弾力的に押し付けるための押付スプリング
１２２は、第１の実施例のようなコイルスプリングではなく、図１４に示されるように、
円弧状にカーブした押付部１２２Ａとその一端側から延出するハンドル部１２２Ｂとが、
板ばね材で一体に形成されたものであり、回動操作自在に支持フレーム１２０に取り付け
られて、ハンドル部１２２Ｂが斜め上方に向けて突出している。
【００４０】
　図１５は、第２の実施例のシリンダ開口閉塞具がシリンダ３の口元に取り付けられる際
の、一対の係合板１１１とそれを閉じ方向に付勢する二つの係合板閉じスプリング１１２
及びシリンダ３の口元開口のみを略示的に示す平面断面図である。
【００４１】
　一対の係合板１１１のうち一方の係合板（可動側の係合板）には、シリンダ３の鍔状部
３ａの裏側部分の外面に沿って誘導される誘導縁１２６ａが一端側に形成され、それに連
続して、鍔状部３ａの裏側部分の外面に沿った時にシリンダ３側から押し広げられること
になる内突縁１２６ｂが、誘導縁１２６ａより内方に寄った位置に形成されている。
【００４２】
　そして、さらにその内突縁１２６ｂに連続して、シリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分に
クリック係合するクリック係合縁１２６ｃが、内突縁１２６ｂの延長線から略円弧状のカ
ーブを描いて外側に退避した状態に形成されている。
【００４３】
　シリンダ開口閉塞具をシリンダ３の口元に取り付ける際には、そのように形成された係
合板１１１の誘導縁１２６ａを、図１５に示されるように一方のシリンダ３の鍔状部３ａ
の裏側部分の外面に沿わせ、一対の係合板１１１がシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分を
挟み付けた状態で、矢印Ｂで示されるようにシリンダ開口閉塞具をスライドさせていく。
図１６は、その状態の正面断面図である。
【００４４】
　そして、図１７に示されるように、内突縁１２６ｂがシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部
分に係合すると、係合板閉じスプリング１１２の引張力に抗して一対の係合板１１１の間
が押し広げられる。図１８は、その状態の正面断面図である。
【００４５】
　さらにシリンダ開口閉塞具をスライドさせると、図１９に示されるように、係合板１１
１のクリック係合縁１２６ｃが、一方のシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分の外面に「パ
チン」とクリック係合した状態になって、係合板閉じスプリング１１２の引張力によりそ
の状態が保持される。
【００４６】
　それと同時に、他方のシリンダ３の鍔状部３ａの裏側部分の外面にも誘導縁１２６ａと
内突縁１２６ｂとの境界部分がクリック係合した状態になって、係合板閉じスプリング１
１２の引張力でその状態が保持される。
【００４７】
　図２０は、その状態にあるシリンダ開口閉塞具の側面断面図であり、シール部材１２１
は、シリンダ３の口元開口から離れた状態に退避用スプリング１２４によって押し上げら
れている。
【００４８】
　退避用スプリング１２４は、押付スプリング１２２がシール部材１２１をシリンダ３の
口元開口に押し付けない状態（退避状態）の時にシール部材１２１がシリンダ３の口元開
口から退避するようにシール部材１２１を押し上げる方向に付勢している。
【００４９】
　そこで、図２１に示されるように、押付スプリング１２２のハンドル部１２２Ｂを矢印
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Ｃで示されるように支持フレーム１２０の表面まで回動させると、押付部１２２Ａがシー
ル部材１２１を二つのシリンダ３の口元開口に圧接させる圧接状態に変位して、押付スプ
リング１２２の付勢力によりシール部材１２１が二つのシリンダ３の口元開口を外側から
同時に閉塞した状態が維持される。
【００５０】
　また、押付スプリング１２２を逆方向に回動操作すれば、図２０に示されるようにシー
ル部材１２１がシリンダ３の口元開口から退避した退避状態になり、押付スプリング１２
２のハンドル部１２２Ｂの回動操作でその切り換えを簡単に行うことができる。
【００５１】
　このようにして、シリンダ開口閉塞具をシリンダ３の口元に簡単かつ確実に着脱するこ
とができ、取り付け状態においては、第１の実施例と同様にシリンダ３の内周面にシール
部材１２１等が全く接触しないので、洗浄液や消毒液を配管２側からシリンダ３内に送排
することで、シリンダ３の内周面を全範囲にわたってくまなく洗浄することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に取
り付けられた状態の正面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の側面断面図の配管略示図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の側面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の平面図である。
【図５】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の正面図である。
【図６】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の正面断面図（図４におけ
るVI－VI断面図）である。
【図７】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の側面断面図（図４におけ
るVII－VII断面図）である。
【図８】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に取
り付けられ始める状態の正面図である。
【図９】本発明の第１の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に取
り付けられる途中の状態の正面図である。
【図１０】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の側面断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具の正面断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施例のスプリング支軸の分解斜視図である。
【図１３】本発明の第２の実施例のシール部材支持軸の分解斜視図である。
【図１４】本発明の第２の実施例の押付スプリングの単体斜視図である。
【図１５】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられ始める状態を略示的に示す平面断面図である。
【図１６】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられ始める状態の正面断面図である。
【図１７】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられる途中の状態を略示的に示す平面断面図である。
【図１８】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられる途中の状態の正面断面図である。
【図１９】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられてシリンダの口元開口を塞ぐ直前の状態を略示的に示す平面断面図である。
【図２０】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられてシリンダの口元開口を塞ぐ直前の状態の側面断面図である。
【図２１】本発明の第２の実施例の内視鏡のシリンダ開口閉塞具がシリンダの口元開口に
取り付けられてシリンダの口元開口を塞いだ状態の側面断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
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　２　配管
　３　シリンダ
　３ａ　鍔状部
　４　管路切換用弁体
　１０　回転支軸
　１１　係合爪（シリンダ口元係合部）
　１２　係合爪閉じスプリング（シリンダ口元係合部）
　１３　摘み部（シリンダ口元係合部）
　２１　シール部材（シリンダ開口閉塞部）
　２２　押付スプリング（シリンダ開口閉塞部）
　１１１　係合板（シリンダ口元係合部）
　１１２　係合板閉じスプリング（シリンダ口元係合部）
　１２１　シール部材（シリンダ開口閉塞部）
　１２２　押付スプリング（シリンダ開口閉塞部）
　１２４　退避用スプリング
　１２６ｃ  クリック係合縁

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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